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在　宅　医　療　勉　強　会
１.前回の内容

在医総管（ざいいそうかん）

＝在宅時医学総合管理料　　

施医総管（しいそうかん）

＝施設入居時医学総合管理料
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在　宅　医　療　勉　強　会
１.前回の内容（概要）

▶計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、

　所定点数を月１回に限り算定する。往診のみは不可。

▶施設基準、訪問回数、

　別に厚生労働大臣が定める状態の患者　かどうか

　単一建物診療患者の人数　　に従い、点数が異なる。

▶別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、

　所定点数に含まれる　＝包括される（※3）ものとする。

概要と、算定要件
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在　宅　医　療　勉　強　会
１.前回の内容（算定要件　※一部抜粋）

▶別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、
　地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定可能。

▶個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、
　その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して説明し、　
在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。

▶他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。

▶当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、　
診療の状況を示す文書を当該保険医療機関に交付する等
　十分な連携を図るよう努めること。



在　宅　医　療　勉　強　会場所 管理料 備考

自宅 　在医総管　

小規模多機能型居宅介護、 
看護小規模多機能型居宅介護 　在医総管　

宿泊日のみ算定可。
サービス利用前30日以内に、

訪問診療等を算定した患者に限る。

サ高住
有料老人ホーム （特定施設以外） 　施医総管　

サ高住
有料老人ホーム （特定施設） 　施医総管　

特別養護老人ホーム
　施医総管　

末期の悪性腫瘍、死亡日から遡って
30日以内の患者に限る

グループホーム 　施医総管　

ショートステイ 
（短期入所生活介護） 　施医総管　

サービス利用前30日以内に訪問 診
療等を算定した患者に限る

ショートステイ （老健施設におけ
る短期入所療養介護） ×

併設の医療機関は算定不可
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在　宅　医　療　勉　強　会

引用：厚生労働省・「令和6年度診療報酬改定の概要（医科全体版）」



在　宅　医　療　勉　強　会在支診（1）
※機能強化型（単独型）

在支診（2）
※機能強化型（連携型）

在支診（3）

在宅診療を担当する常勤医師 3名
3名

（連携医療機関内）
1名

24時間連絡を受ける体制 ○ ○ ○

24時間往診可能な体制 ○ ○ ○

24時間訪問看護体制
○

※訪問看護ステーションとの
連携可

○
※訪問看護ステーションと

の連携可

○
※訪問看護ステー
ションとの連携可

緊急時の入院体制 有床診療所：自院
無床診療所：他院との連携可

他院との連携可 他院との連携可

緊急往診の実績 10件/年
連携医療機関内：10件/年

自院：4件/年
なし

看取り又は15 歳未満の超重症児
及び準超重症児に対する在宅医療

4件/年
連携医療機関内：4件/年

自院：2件/年
なし
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説

大きく分けて、以下の３点で区分される。

①単一建物診療患者の人数
：１人、２～９人、１０～１９人、２０～４９人、５０人以上　で区分

②別に厚生労働大臣が定める状態の患者かどうか
：別に定められている状態、疾患の場合、点数が高くなる。

③ひと月の定期訪問回数
：月１回、月２回以上で区分。
　そのうち情報通信機器を用いる場合には、更に点数が異なる。
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説

▶在医総管、施医総管
・同居する同一世帯の患者が２人以上

▶在医総管
・１建物の患者数が戸数の１０％以下の場合　
・１建物の戸数が２０戸未満であって、患者が２人以下の場合

例外の紹介

「単一建物診療患者が１人の場合」
を算定する。

例外の紹介①



Strictly Confidential @2024 MedicalTakt, Inc 

在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説

・１つの患家に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料　

の対象となる同居する同一世帯の患者が２人以上いる場合の

　在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、

　患者ごとに「単一建物診療患者が１人の場合」を算定すること。

・また、在宅時医学総合管理料について、当該建築物において

　当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の

　戸数の 10％以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、　

当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者が２人以下の場合には、

　それぞれ「単一建物診療患者が１人の場合」を算定すること。
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説

▶情報通信機器を用いた診療（オンライン診療）の前提として、
　訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を　
作成し、当該計画に基づいて、計画的な療養上の医学管理を行うこと　
を評価したものである。

例外の紹介②

毎月オンライン診療のみは算定不可。
隔月で対面診療が必要となる。
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説（在医総管）
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説（在医総管）
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説（施医総管）
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在　宅　医　療　勉　強　会
２.算定区分の解説（施医総管）
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在　宅　医　療　勉　強　会
３.実際の算定例

診療場所：患者の個人宅・一軒家（持ち家）

単一建物診療患者：２人・同一世帯の夫婦

ひと月の訪問回数：月２回・いずれも対面診察

厚生労働省が定める状態、疾患に該当しない。

Aさん Bさん

　在医総管（月２回以上・１人）Aさん

Bさん 　在医総管（月２回以上・１人）
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在　宅　医　療　勉　強　会
３.実際の算定例

全員、施医総管（月１回・１０～１９人）

診療場所：サ高住・２０戸（特定施設以外）

単一建物診療患者：１５人

ひと月の訪問回数：月１回・いずれも対面診察

厚生労働省が定める状態、疾患に該当しない。
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在　宅　医　療　勉　強　会
４.まとめ、質疑応答

質疑応答
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ご清聴ありがとうございました

ご不明点、ご質問はメールにてお問い合わせください。

次回：４月１８日（金）　１３：００ ～


